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第
32
回
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た 

 

 

３
月
14
日
（
土
）
の
午
前
10
時
よ
り
、
組
合
事
務
所
に

て
第
32
回
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

総
代
会
で
は
、
４
議
案
が
審
議
さ
れ
、
す
べ
て
の
議
案
が

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
第
１
号
議
案 

 

定
款
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

役
員
及
び
総
代
の
被
選
挙
権
と
、
清
算
金
に
関
す
る
利

率
を
定
め
る
定
款
の
条
項
に
つ
い
て
、
民
法
等
の
関
係
法

令
の
改
正
に
合
わ
せ
て
一
部
改
正
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 ◆

第
２
号
議
案 

 

令
和
２
年
度
の
主
な
事
業
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て 

①
主
な
事
業
に
つ
い
て 

●
会
議
関
係 

 

令
和
元
年
度
の
決
算
な
ど
の
総
代
会
及
び
令
和
３
年
度
の

予
算
な
ど
の
総
代
会
等
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

●
工
事 

 

次
の
工
事
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
調
整
を
行
い
、
条
件
が

整
い
次
第
工
事
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

・
都
市
計
画
道
路
整
備 

 
 

戸
田
荒
子
線
、
万
場
藤
前
線
、
南
秋
葉
線
及
び
西
茶
屋

線
等
の
歩
道
空
間
の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
工
事
や
、
植
栽
工

事
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

・
区
画
道
路
整
備 

 
 

東
茶
屋
地
区
の
東
茶
屋
線
の
外
側
、
川
原
地
区
の
四
番

割
線
の
西
側
区
間
、
大
西
地
区
の
北
端
及
び
国
道
302
号
線

と
の
接
続
部
分
を
中
心
に
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

 

 
 

 

新
緑
の
候
、
組
合
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま

す
ま
す
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
平
素

は
事
業
の
推
進
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
中
、
不
安

で
不
自
由
な
日
々
が
続
き
ま
し
た
が
、
皆
様
の
安
全
と
、

一
日
も
早
く
平
常
通
り
の
生
活
に
戻
る
こ
と
を
心
よ
り
祈

念
し
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
令
和
２
年
度
の
組
合
事
業
は
、
都
市
計
画
道
路

の
歩
道
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
工
事
と
と
も
に
、
植
栽
工
事
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ム
サ
シ
ノ
ケ
ヤ
キ
や
ア
キ
ニ
レ
、

ヤ
マ
モ
モ
、
ツ
ツ
ジ
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
路
線
に
合
わ
せ
て

選
ん
だ
樹
木
を
植
栽
し
、
日
々
の
生
活
の
中
で
も
季
節
の

移
り
変
わ
り
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
緑
豊
か
で

う
る
お
い
の
あ
る
空
間
を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。
ま
た
、

区
画
道
路
や
水
路
で
は
、
引
き
続
き
既
存
住
宅
地
で
の
工

事
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
い

た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
、
現
在
組
合
で
管

理
を
行
っ
て
い
る
道
路
等
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
、
順

次
、
名
古
屋
市
へ
管
理
を
引
継
い
で
い
く
予
定
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
経
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。 

 

事
業
が
進
み
、
新
し
い
ま
ち
の
姿
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
、
美
し
く
住
み
よ
い
ま
ち
を
目

指
し
て
、
役
員
一
同
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。 
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 ・

水
路
整
備 

 
 

令
和
元
年
度
か
ら
引
続
い
て
い
る
部
分
も
含
め
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
整
備
と
調
整
し
な
が
ら
水
路
整
備
を

行
い
ま
す
。 

・
公
園
整
備 

 
 

街
区
公
園
第
７
号
及
び
第
９
号
の
整
備
と
、
近
隣

公
園
第
１
号
の
石
積
み
等
を
行
い
ま
す
。 

・
工
事
雑
費 

 
 

 
 

道
路
等
の
維
持
補
修
、
既
設
構
造
物
撤
去
、
公
共 

 
 
 

施
設
管
理
引
継
に
伴
う
補
修
工
事
等
を
進
め
て
い
き

ま
す
。 

●
補
償
関
係 

 

工
事
に
必
要
な
建
物
移
転
の
推
進
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
移
設
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

●
調
査
設
計
関
係 

・
公
共
施
設
の
管
理
引
継
に
向
け
て
の
図
書
作
成
や
、

事
業
計
画
の
検
討
調
査
、
協
議
図
書
作
成
等
を
行
い

ま
す
。 

・
工
事
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
、
工
事
の
調

査
、
設
計
及
び
監
理
監
督
を
行
い
ま
す
。 

 

・
支
障
と
な
る
移
転
物
件
の
調
査
を
行
い
ま
す
。 

・
出
来
形
確
認
や
工
事
等
の
た
め
の
各
種
測
量
業
務

や
、
換
地
図
書
整
備
、
換
地
計
画
の
準
備
業
務
等
を

行
い
ま
す
。 

●
保
留
地
処
分 

・
工
事
が
完
了
す
る
道
路
沿
道
等
の
一
般
保
留
地
に
つ

い
て
、
精
力
的
に
処
分
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

 

②
収
支
予
算
に
つ
い
て 

 

下
の
表
に
あ
る
と
お
り
計
上
し
ま
し
た
。 

◆
第
３
号
議
案 

 

令
和
２
年
度
借
入
金
の
借
入
れ
及
び
そ
の
方
法
並
び

に
借
入
金
の
利
率
及
び
償
還
方
法
に
つ
い
て 

 

10
億
円
を
限
度
と
し
て
、
利
率
年
２
％
以
内
で
必

要
の
都
度
、
５
金
融
機
関
か
ら
借
入
れ
を
す
る
も
の
で

す
。 

◆
第
４
号
議
案 

 

仮
換
地
の
指
定
及
び
保
留
地
の
位
置
の
変
更
に
つ
い
て 

 

①
将
来
の
信
号
設
置
に
必
要
な
交
差
点
用
地
を
確
保

す
る
た
め
、
②
土
地
利
用
現
況
の
種
別
に
一
部
変
更
が

あ
っ
た
た
め
、
仮
換
地
の
指
定
及
び
保
留
地
の
位
置
の

変
更
を
行
う
も
の
で
す
。 

    
 

 
 

令和２年度収支予算 

 《 問い合わせ先 》 

  名古屋市茶屋新田土地区画整理組合        

   電話  （０５２）６１８‐７７３２                   

  事務局 （公財）名古屋まちづくり公社  
        区画整理部 区画整理課                          
        電話 （０５２）２１１‐６０７２ 
        （茶屋詰所 ３０１－４８５５）                                                 

収入の部  単位：千円 

科 目 予算額 摘  要 

補助金 660,166 （国、名古屋市より） 

助成金 359,998 水路、道路舗装、公園助成 

保留地処分金 810,000 工事が完了した道路沿道 等 

雑収入 13,836 保留地の一時使用料 等 

借入金 1,000,000 金融機関借入 

前年度繰越金 3,900,000   

合計 6,744,000  （繰越金を除いた収入計 2,844,000千円） 

   

 支出の部  単位：千円 

科 目 予算額 摘  要 

会議費 698 総代会費 300、諸会議費 193 等 

事務所費 133,159 
報酬 26,290、給与 12,200、使用料 3,506、需用費 7,164 

保留地処分諸費 23,520、組合事務委託費 57,860 等 

工事費 2,180,000 

都市計画道路築造費 236,400、都計道舗装費 304,900 

区画道路築造費 453,000、区画道路舗装費 80,500 

水路築造費 360,800 、公園築造費 257,300 

整地費 80,000、工事雑費 407,100 

補償費 682,690 
建物等移転費 430,690、電柱移設費 95,000 

上水道移設費 70,000、ガス移設費 70,000 等 

調査設計費 533,400 
事業調査設計費 201,000、工事設計監理費 201,000 

補償調査設計費 29,400、測量費 80,600 

換地設計費 21,400 

借入金償還金 1,000,000   

借入金利子 10,000  

仮清算交付金 12,000 換地不交付の仮清算 

雑支出 10,053 弁護士費用、慶弔見舞 等 

予備費 200,000   

合計 6,744,000  （繰越金を除いた支出計 4,762,000千円） 

次期繰越金 1,982,000  

★
主
な
質
疑
応
答 

 

総
代
会
の
主
な
質
疑
応
答
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

○
 

組
合
員
の
定
義
は
。
定
款
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 
 

土
地
区
画
整
理
法
第
25
条
第
１
項
に
よ
り
、

「
組
合
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る

施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
借
地

権
を
有
す
る
者
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
仮
換
地
を

売
買
等
で
所
有
権
を
移
転
し
た
場
合
は
、
新
た
な

地
権
者
が
組
合
員
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
保
留
地

を
購
入
さ
れ
た
方
は
組
合
員
に
な
り
ま
せ
ん
。 

（
追
記
）
法
第
15
条
に
お
い
て
「
参
加
組
合
員
」 

 

に
係
る
事
項
を
定
款
に
記
載
す
る
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
「
参
加
組
合
員
」
と
は
、
法
第

25

条
に
規
定
す
る
組
合
員
と
は
異
な
り
、
事
業
へ
の

参
加
を
希
望
す
る
都
市
再
生
機
構
等
の
こ
と
を
い

う
も
の
で
あ
り
、
当
組
合
に
は
該
当
し
な
い
た
め

記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

○ 

歩
道
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
工
事
等

で
、
手
戻
り
に
な
っ
て
い
る
部
分

が
な
い
か
。
無
駄
の
な
い
よ
う
に

効
率
的
に
進
め
て
ほ
し
い
。 

 
 

予
期
し
な
い
埋
設
物
の
問
題
等

で
、
計
画
通
り
に
進
ま
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
組
合
と
し
て
も

段
取
り
よ
く
無
駄
の
な
い
よ
う
工

程
を
組
ん
で
進
め
て
い
ま
す
。 

 

□ 

総
代
会
議
案
に
つ
い
て
の
審
議

終
了
後
、
組
合
長
か
ら
謝
罪
と
と

も
に
、
理
事
の
処
分
方
針
に
つ
い

て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

   保留地分譲中! 
詳細はホームページをご覧ください。 

    ホームページ 

           アクアヴェルデ南陽                 

     http://aquaverde.jp         

○
 

予
算
に
対
す
る
執
行
率
が
毎
年
度
か
な
り
低
い

が
、
計
画
通
り
に
事
業
が
進
ん
で
い
る
の
か
。 

 
 

予
算
上
は
予
備
費
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と

や
、
入
札
等
に
よ
り
工
事
費
が
安
く
で
き
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
執
行
率
は
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

 
 

工
事
で
は
都
市
計
画
道
路
が
全
面
供
用
で
き
て

お
り
、
電
線
共
同
溝
設

置
工
事
も
完
成
し
ま
し

た
。
ま
た
、
調
整
池
は

完
成
し
て
お
り
、
区
画

道
路
も
８
割
近
く
、
水

路
は
９
割
程
度
で
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
事
業

が
大
き
く
遅
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で

は
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。 

 

●
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
に
お
い
て
、
建

築
物
や
工
作
物
の
新
築
も
し
く
は
増
改
築

を
行
う
場
合
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
76

条
に
基
づ
く
申
請
と
都
市
計
画
法
に
基
づ

く
地
区
計
画
の
届
出
及
び
許
可
が
必
要
で

す
。
許
可
な
く
建
築
等
の
行
為
を
行
う
と

違
法
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
組
合
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

●
使
用
収
益
を
開
始
し
た
仮
換
地
の
管
理
に

つ
き
ま
し
て
は
、
所
有
者
の
責
任
に
お
い

て
管
理
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
境
界
杭
の
保
全
や
除
草
を
行
う
な
ど

適
正
に
管
理
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。 

●
組
合
か
ら
の
書
類
や
通
知
な
ど
を
組
合
員

の
皆
様
の
お
手
元
に
確
実
に
お
届
け
す
る

た
め
に
土
地
の
売
買
・
相
続
・
贈
与
等
に

よ
り
所
有
権
を
移
転
し
た
場
合
や
住
所
を

変
更
し
た
場
合
は
、
必
ず
組
合
へ
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。 

●
南
秋
葉
線
・
万
場
藤
前
線
は
、
電
線
類
を

地
中
化
し
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
の

で
、
建
築
を
計
画
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前

に
組
合
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。  

お
願
い 

令和2年3月14日開催 総代会より 


